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当法人の自立援助ホームでは、様々な事情を抱えた児童を受け入れており、児童相談所と協議
しながら、時には少年院や少年鑑別所、保護観察所、地域生活定着支援センターなどの関係機関
と連携し、支援をしております。
平成２７年６月１日から施行された少年鑑別所法により，少年鑑別所で地域援助を行うことに

なり、その際は「法務少年支援センター（以下、センターという）」という名称を用いることと
なっております。センターでは、非行・犯罪に関する問題や、思春期のこどもたちの行動理解等
に関する知識・ノウハウを活用し、児童の能力・性格の調査や問題行動の分析などを行っており、
これらを実施した上で自立援助ホームに入居することで、先手の支援を盛り込んだ自立支援計画
を立てることに役立っております。また、入居後にセンターの支援を受けるケースもあり、自身
の振り返りにつなげている児童もおります。
 センターの地域援助として、児童の調査・分析の結果に基づいた指導方法
の提案も頂いており、おかげさまでホームとしても丁寧な支援につなげるこ
とができております。
若者を狙う犯罪が尽きぬ中、地域社会で児童を守る大きな意義のもと、よ

り良い連携関係を作りながら、社会での自立援助ホームの役割を果たすため、
専門機関の力をかりながら引き続き支援をしてまいります。

自立援助ホームヤマユリ

新年明けましておめでとうございます。旧年中は大変お世話になり、誠にありがとうございま
した。本年も気持ちを新たに、児童と真摯に向き合いながら、より良い支援に努めてまいります。
皆様にとって、新しい年が素晴らしい一年でありますように願っています。
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あじさい ヤマユリ

～新メールアドレスのご紹介～

自立援助ホームあじさい

Instagramや社会的養護総合情
報サイト「チャボナビ」にて、ホー
ムでの暮らしを発信しています。
多くの方に、あじさい・ヤマユリを
知って頂けたら嬉しいです。ぜひ、
ご覧ください。

法務少年支援センター（少年鑑別所）との連携について
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